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河川にゴミを捨てる行為は違法です
※各市町村のルールに従って、ごみは処分しましょう。

河川法(河川法施行令第１６条の４) ※一部引用

何人も、みだりに次の行為をしてはならない。

河川区域内の土地に土砂又はごみ、ふん尿、鳥獣の

死体その他はの汚物又は廃棄物を捨てること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ※一部引用

何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港

湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。（第５条）

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。（第１６条）

罰則：３ヶ月以下の懲役、または20万円以下の罰金

罰則：５年以下の懲役、もしくは１，０００以下の罰金

またはこの両方

櫛田川水系 河川パトロールが発見した不法投棄件数

令和5年度（4月～3月）59件 令和6年度（4月～3月）74件 令和7年度（4月～3月）90件

R7年度

櫛田川流域

ゴミ被害マップ

三重河川国道事務所

１～５件

６～１０件

１１件以上

凡　　例
〔件数表示〕

問い合わせ 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 河川管理課 ℡： ０５９ － ２２９ － ２２１７

家電ごみ（冷蔵庫）

櫛田川 右岸 ７．８ｋｍ付近

廃車機械ごみ（廃タイヤ）

櫛田川 左岸 ５．２ｋｍ付近

産業廃棄ごみ（波板・ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ）

櫛田川 右岸 ３．６ｋｍ付近

粗大ごみ（布団）

佐奈川 右岸 ０．８ｋｍ付近

行楽ごみ（ＢＢＱ等）

櫛田川 右岸 ７．８ｋｍ付近

家庭ごみ（日用品等）

櫛田川 右岸 ０．２ｋｍ付近

家庭ごみ（日用品等）

櫛田川 左岸 ０．８ｋｍ付近

家庭ごみ（日用品等）

櫛田川 左岸 １１．８ｋｍ付近

家庭ごみ

51件

粗大ごみ

10件

家電ごみ

5件

廃車機械ごみ

6件

産業廃棄ごみ

4件
行楽ごみ

15件

不法投棄件数内訳（R7）

合計

90件
家庭ごみ

58件

粗大ごみ

9件

家電ごみ

3件

廃車機械ごみ

3件
産業廃棄ごみ

1件

不法投棄件数内訳（R6）

合計

74件

家庭ごみ

31件

粗大ごみ

6件

家電ごみ

8件

廃車機械ごみ

2件

産業廃棄ごみ

2件
行楽ごみ

10件

不法投棄件数内訳（R5）

合計

59件


